
入 札 公 告 

 

次のとおり一般競争入札に付します。 

   令和７年１２月１９日 

 

独立行政法人労働者健康安全機構 

関東労災病院契約担当役 

院長  根本 繁 

 

１ 競争入札に付する事項 

（１）工 事 名：自動ドア装置取替工事 

（２）工事内容：契約担当役が別途指定する仕様書による。 

（３）工 期：令和８年３月３１日まで 

（４）工事場所：神奈川県川崎市中原区木月住吉町１番１号 

        独立行政法人労働者健康安全機構 関東労災病院 

（５）入 札 方 法 

   入札金額は、工事に要する一切の諸経費を含めた額で行う。落札決定に当たっては、入札書に記

載された金額に当該金額の１０パーセントに相当する額を加算した額（当該金額に１円未満の端数

があるときは、その端数金額を切り捨てた金額）をもって落札価格とするので、入札者は、消費税

及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の１

１０分の１００に相当する金額を入札書に記載すること。 

 

２ 競争参加資格 

（１）予定決算及び会計令第７０条の規定に該当しない者であること。ただし、未成年者、被保佐人又

は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者については、この限りではない。 

（２）予算決算及び会計令第７１条の規定に該当しない者であること。 

（３）令和７・８年度厚生労働省競争参加資格において、関東・甲信越ブロックの「機械器具設置工事」

の競争参加資格を有する者であること。（会社更生法に基づき更生手続き開始の申立がなされている

者又は民事再生法に基づき再生手続き開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定

後、関東・甲信越ブロックの一般競争参加資格の再認定を受けていること。） 

（４）会社更生法に基づき、更生手続開始の申立がなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開

始の申立てがなされている者（（３）の再認定を受けた者を除く）でないこと。 

（５）経営事項審査結果通知書に記載された「機械器具設置工事」の総合評点が１，０５０点未満であ

ること。 

（６）次に掲げる基準を満たす主任技術者を当該工事に配置できること。 

  ・自動ドア施工技能士１級又はこれと同等以上の資格を有する者。 

（７）平成２８年度以降に元請けとして完成引渡しの次に掲げる工事の施工実績を有すること。 

  ・医療機関又は公共施設における同様の工事 

（８）入札書等の提出期限までに独立行政法人労働者健康安全機構理事長から独立行政法人労働者健康

安全機構の工事請負契約に係る指名停止等の措置要領（平成７年３月１日付け労働福祉発第３５０

号）に基づく指名停止を受けていないこと。 

（９）本公告に示した工事を契約担当役が指定する日時、場所に十分に納入することができることを証

明した者であること。 

（10）契約担当役が必要に応じて提出を求めた資料及び書類を提出できること。 

 

３ 入札書の提出場所等 

（１）入札書の提出場所、契約事項を示す場所、入札説明書等の交付場所及び本件に関する問合せ先 

〒２１１－８５１０ 神奈川県川崎市中原区木月住吉町１番１号 

  独立行政法人労働者健康安全機構関東労災病院会計課契約係  



  電話 ０４４－４３５－５００５ ＦＡＸ ０４４－４３３－３１５０ 

（２）入札説明書等の交付方法 公告日から令和８年１月２６日 

   （土日国民の祝日を除く。９：００～１２：００、１３：００～１７：００）、上記３（１）の場

所で交付する。最終日は１１：００までとする。 

（３）入札書の受領期限 令和８年１月２６日 １１時００分まで 

（４）開札の日時及び場所 令和８年１月２６日 １５時００分 関東労災病院内会議室 

 

４ その他 

（１）契約手続きで使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨に限る。 

（２）入札保証金及び契約保証金 入札保証金は免除。契約保証金は徴収。 

（３）入札の無効 本公告及び入札説明書に示した入札参加に必要な資格のない者のした入札及び入札

の条件に違反した入札。 

（４）契約書作成の要否 要。 

（５）落札者の決定方法 本公告に示した役務を提供できると契約担当役が判断した入札者であって、

独立行政法人労働者健康安全機構における会計細則第４２条の規定に基づき作成された予定価格の

制限の範囲内で、最低価格をもって有効な入札を行った入札者を落札者とする。 

（６）その他 詳細は入札説明書による。 


